
議題（ ２） 川口市廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例の 

運用状況について（ 報告）   
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別添資料： 川口市廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例で定める手続きのフロー
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事例） 汚泥の脱水施設等の新設

１  事業計画者 

株式会社ユーキ建工 代表取締役 齋藤 寧志
埼玉県川口市大字安行吉岡字立ノ 崎１ ５ ６ ０ 番１

２  事業計画地 

埼玉県川口市弥平三丁目１ ２ 番１ ８  以上１ 筆 
（ 面積： ９ ２ ６ ． ９ ４ ㎡）（ 工業地域）（ 別紙地図参照）  

３  事業計画概要 

産業廃棄物である汚泥の脱水等の処理施設を新たに設置し、 処分業
を行う もの。  

４  廃棄物処理施設 

汚泥の脱水施設 １ 基（ 有機汚泥： １ ３ ４ ．６ ３  ／日（ ２ ４ 時間））

        １ 基（ 無機汚泥： １ ２ ０ ．０ ０  ／日（ ２ ４ 時間））

汚泥の混練施設 １ 基（ ４ ３ ６ ． ３ ７  ／日（ ２ ４ 時間））

※脱水施設は、 廃棄物処理法第１ ５ 条の設置許可対象 
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５  川口市廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例及び 

廃棄物処理法に基づく 手続きについて 

（ １ ） 条例に基づく 手続きについて 

令和５ 年 ３ 月 ３ 日 廃棄物処理施設設置等事業計画書受理 

令和５ 年 ４ 月 ７ 日 関係自治体（ 足立区） との協議 

令和５ 年 ４ 月２ ０ 日 関係地域設定通知交付 

令和５ 年 ５ 月 １ 日 周知計画書受理 

令和５ 年 ５ 月２ ３ 日 告示・ 縦覧開始 

（ 令和５ 年７ 月１ ０ 日まで実施）  

令和５ 年 ５ 月２ ９ 日 第1 回事業計画説明会開催 

６ 月 ４ 日 第２ 回事業計画説明会開催 

６ 月 ９ 日 第３ 回事業計画説明会開催 

令和５ 年 ６ 月２ ６ 日 事業計画説明会等実施状況報告書受理 

令和５ 年 ７ 月 ７ 日 意見書受理 

令和５ 年 ８ 月 ８ 日 見解書受理 

令和５ 年 ８ 月２ ８ 日 見解書についての周知実施状況報告書受理 

令和５ 年 ８ 月２ ８ 日 生活環境保全協定 

令和５ 年 ９ 月 ７ 日 審査結果通知書交付 

令和６ 年 ３ 月１ ４ 日 審査結果措置報告書受理 

令和６ 年 ４ 月 １ 日 手続承認書交付 

（ ２ ） 廃棄物処理法に基づく 手続きについて 

令和６ 年 ４ 月１ ７ 日 産業廃棄物処理施設設置許可申請

令和６ 年 ５ 月２ ９ 日 産業廃棄物処理施設設置許可 

（ ３ ） その他 

令和５ 年１ １ 月１ ４ 日 川口市都市計画審議会

令和６ 年 ２ 月 ６ 日 埼玉県都市計画審議会

令和６ 年 ５ 月２ ９ 日 建築基準法第５ １ 条ただし書き許可
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※事業計画地の位置について

【 川口市全域地図】

計画地周辺については、 右記の拡大図でご確認く ださい。  
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【 計画地周辺地図（ 拡大図）】  
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【  川口市廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例で定める手続きのフロー 】  
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